
社
会
経
済
の
変
化
を
踏
ま
え
た
年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法

律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 
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参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

一
、
企
業
規
模
要
件
の
撤
廃
な
ど
の
適
用
拡
大
に
伴
う
経
過
措
置
と
し
て
実
施
す
る
、
事
業
主
が
労
使
折
半
を
超
え
て
社
会
保

険
料
を
負
担
し
、
労
使
折
半
を
超
え
て
負
担
し
た
社
会
保
険
料
を
制
度
的
に
支
援
す
る
特
例
措
置
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
と
り
わ
け
、
こ
の
特
例
措
置
が
、
事
業
主
及
び
保
険
者
に
多
大
な
事
務
負
担
を
課
す
も
の
と

な
ら
な
い
よ
う
、
シ
ス
テ
ム
改
修
等
を
含
め
た
事
務
負
担
の
軽
減
に
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
に

よ
り
保
険
料
負
担
が
増
加
す
る
中
小
企
業
及
び
小
規
模
企
業
者
に
対
し
て
は
、
政
府
が
実
施
す
る
各
種
の
支
援
措
置
の
十
分

な
周
知
に
努
め
る
こ
と
。 

二
、
被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
に
よ
り
被
用
者
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
と
な
る
標
準
報
酬
月
額
の
比
較
的
低
い
短
時
間
労
働
者

の
中
に
は
、
国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険
者
か
ら
第
二
号
被
保
険
者
に
な
る
こ
と
で
社
会
保
険
料
の
被
保
険
者
負
担
が
軽
減



す
る
者
が
い
る
こ
と
か
ら
、
被
用
者
保
険
制
度
内
で
財
源
を
賄
う
こ
と
と
し
て
い
る
被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
に
伴
う
経
過

措
置
と
し
て
行
わ
れ
る
事
業
主
支
援
を
一
律
に
行
う
こ
と
は
合
理
性
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ
る
こ
と

を
考
慮
し
つ
つ
、
第
一
号
被
保
険
者
の
中
に
は
、
就
業
調
整
を
す
る
こ
と
で
被
用
者
保
険
の
加
入
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
者

や
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度
利
用
者
な
ど
被
用
者
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
に
伴
い
社
会
保
険
料
負
担
が
増
加
す
る
者
も

い
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
支
援
を
受
け
る
中
小
企
業
及
び
小
規
模
企
業
者
の
実
務
的
な
課
題
も
整
理
し
な
が
ら
、
支
援
の

対
象
と
な
る
第
二
号
被
保
険
者
の
範
囲
に
つ
い
て
整
理
す
る
こ
と
。 

三
、
短
時
間
労
働
者
へ
の
被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
に
つ
い
て
、
企
業
規
模
要
件
の
撤
廃
を
待
つ
こ
と
な
く
早
期
に
任
意
の
適

用
を
進
め
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
制

度
の
在
り
方
等
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
雇
用
保
険
の
加
入
要
件
が
令
和
十
年
十
月
か
ら
週
十
時
間
以
上
に
な
る
こ
と
な
ど

を
踏
ま
え
、
労
働
時
間
要
件
の
週
十
時
間
以
上
へ
の
引
下
げ
等
、
更
な
る
短
時
間
労
働
者
の
被
用
者
保
険
へ
の
適
用
拡
大
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

四
、
遺
族
厚
生
年
金
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
見
直
し
の
対
象
者
や
給
付
へ
の
影
響
等
の
具
体
的
内
容
に
加
え
て
、
配
慮
が
必

要
な
者
に
は
有
期
給
付
の
原
則
五
年
間
の
支
給
期
間
経
過
後
に
継
続
給
付
が
行
わ
れ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
、
国
民
へ
の
分
か



り
や
す
い
周
知
・
広
報
を
行
い
、
不
安
の
解
消
に
努
め
る
こ
と
。 

五
、
子
ど
も
の
権
利
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
観
点
か
ら
社
会
通
念
上
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
の
な
い
よ
う
、
遺
族
年
金
制
度
の
見

直
し
を
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
。 

六
、
障
害
年
金
の
判
定
に
際
し
て
は
、
恣
意
的
な
判
定
が
な
さ
れ
な
い
よ
う
に
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
の
検
討
を
行
い
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
併
せ
て
、
「
精
神
の
障
害
に
係
る
等
級
判
定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
踏
ま
え
、
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

事
業
所
又
は
障
害
者
雇
用
で
働
く
者
等
に
つ
い
て
、
就
労
し
て
い
て
も
、
そ
の
状
況
等
を
考
慮
し
、
二
級
な
ど
の
可
能
性
が

な
い
か
を
検
討
し
た
上
で
等
級
を
判
断
す
る
こ
と
。
ま
た
、
障
害
年
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
医
学
モ
デ
ル
の
み
な
ら
ず
社
会

モ
デ
ル
も
踏
ま
え
て
、
機
能
障
害
の
み
な
ら
ず
、
日
常
生
活
の
状
況
等
を
把
握
し
た
上
で
障
害
等
級
の
認
定
を
行
う
こ
と
。 

七
、
低
所
得
者
及
び
中
堅
所
得
者
の
高
齢
期
に
お
け
る
所
得
の
確
保
を
図
る
た
め
の
方
策
を
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
高
額
所
得
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
相
当
分
の
支
給
停
止
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

八
、
老
齢
基
礎
年
金
と
老
齢
厚
生
年
金
の
給
付
水
準
の
調
整
を
同
時
に
終
了
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
及
び
当
該
措
置
に
よ
り

老
齢
基
礎
年
金
と
老
齢
厚
生
年
金
の
合
計
額
が
減
少
す
る
者
へ
の
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
に
当
た



っ
て
は
、
そ
の
安
定
し
た
財
源
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
。 

九
、
次
期
財
政
検
証
で
は
、
四
十
年
を
超
え
た
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
の
基
礎
年
金
に
お
け
る
取
扱
い
を
含
め
、
基
礎
年
金

の
四
十
年
か
ら
四
十
五
年
へ
の
拠
出
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
、
そ
の
実
施
に
伴
う
安
定
し
た
財
源
の
確
保
も
含
め
て
速
や
か

に
検
討
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

十
、
第
三
号
被
保
険
者
制
度
の
在
り
方
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
国
民
的
な
議
論
に
資
す
る
よ
う
な
実
情
に
関
す
る
調
査
研
究

を
行
う
こ
と
と
し
、
調
査
研
究
に
当
た
っ
て
は
、
現
行
制
度
に
関
わ
る
当
事
者
の
意
見
を
聴
取
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

十
一
、
年
金
制
度
改
革
は
五
年
に
一
度
の
財
政
検
証
後
に
遅
滞
な
く
行
う
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
。 

十
二
、
次
期
財
政
検
証
に
当
た
っ
て
は
、
今
回
の
財
政
検
証
の
前
提
は
楽
観
的
過
ぎ
る
と
の
指
摘
を
踏
ま
え
、
出
生
率
、
経
済

成
長
、
女
性
の
社
会
進
出
な
ど
に
つ
い
て
よ
り
厳
し
い
前
提
で
検
証
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
必
要
な
措
置
を
検
討
す

る
と
と
も
に
、
令
和
二
年
法
改
正
時
の
附
帯
決
議
で
指
摘
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
全
要
素
生
産
性
上
昇
率
や
実
質
賃
金
上
昇
率

の
長
期
の
前
提
に
つ
い
て
足
下
の
状
況
を
踏
ま
え
、
現
実
的
か
つ
多
様
な
経
済
前
提
の
下
で
の
結
果
を
示
す
こ
と
。 

十
三
、
次
期
年
金
制
度
改
正
に
向
け
て
は
、
年
金
制
度
が
国
民
生
活
に
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
下
、
広
く
国



民
的
な
議
論
を
喚
起
す
る
よ
う
な
進
め
方
に
つ
い
て
工
夫
す
る
こ
と
。 

十
四
、
年
金
制
度
の
基
本
的
な
仕
組
み
や
本
法
の
趣
旨
及
び
内
容
に
つ
い
て
、
国
民
へ
の
分
か
り
や
す
い
周
知
・
広
報
を
行
う

と
と
も
に
、
学
校
教
育
段
階
で
の
年
金
制
度
を
含
む
ワ
ー
ク
ル
ー
ル
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
取
組
の
強
化
を
行
う
こ
と
。 

十
五
、
日
本
国
内
に
あ
る
約
百
八
十
か
国
・
地
域
の
外
国
公
館
（
大
使
館
・
領
事
館
な
ど
）
で
働
く
日
本
採
用
の
労
働
者
の
多

く
が
長
年
に
わ
た
っ
て
被
用
者
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
状
況
を
踏
ま
え
、
被
用
者
保
険
の
適
用
に
つ
い
て
、
本
件
に
係
る

昭
和
三
十
年
厚
生
省
通
知
の
見
直
し
や
、
被
用
者
保
険
を
強
制
適
用
に
す
る
こ
と
も
含
め
て
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、

関
係
省
庁
等
と
の
調
整
を
行
っ
た
上
で
速
や
か
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

右
決
議
す
る
。 


